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地域ルールの運用体制の取りまとめ 

本資料では、改正を予定している地域ルールにおける運用体制の取りまとめとして、「地域ルールの運用」

と「地域で行う交通環境改善に資する取組」それぞれの観点から、これまでに議論や検討をした運用体制の枠

組み・運用組織の構成について整理しています。 

 

1-1 運用体制の枠組み（地域ルールの運用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運用体制の枠組み 地域ルールの運用における主な役割 

A地域ルール 
運営委員会 

 地域ルールの運用状況に関する検証 

 地域ルールの効果に関する検証 等 

B運用組織 
 地域ルールの周知や適用申請の受付をはじめとした運用事務 

 隔地・集約の取組や、地区の交通課題解決への取組に関する協議 等 

C 審査組織 
（中央区建築担当部署） 

 地域ルールの要綱および運用基準に基づいた附置義務台数の適正化に

関する審査 等 
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・地域ルールの適用にかかる手続きや効果の検証については、図１に示す通り、運営委員会（A）、運用組

織（B）、審査組織（C）が連携して継続的に実施できる体制とします。 

【図１ 改正を予定している地域ルールの運用体制の枠組み】 【図２ 協力金を活用した助成制度のイメージ】 

・「地域ルールの適用に伴う地域貢献策」により拠出された協力金を活用し、図２の①に示す通り、「集約

建築物において実施する交通環境改善に資する取組」を行う申請者に対する助成金の交付を行います。ま

た、図２の③に示す通り、運用組織に対する補助を行います。 

 

（A） （B） 

（C） 

【参考：協力金を活用した地区の交通課題解決への取組イメージ（資料３抜粋）】 

※地区の交通課題解決への 

取組イメージのうち、 

①、③が該当 
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1-2 運用体制の枠組み（地域で行う交通環境改善に資する取組の実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地域ルール運用組織のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運用組織の組成イメージ 

 

【全銀座会】 

銀座地域全体の意思決定機関で、自治組織である「町会」、商店

街の組織である「通り会」、業種業態の組合や任意団体で構成され

ています。 

 

※ 全銀座会には複数の委員会が設置されており、様々な活動を

しています。本協議会への参加をはじめとしたまちづくり活動は

街づくり委員会が取り組んでおり、運用組織もこれと連動して

活動できる組織体制とします。 
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基づく合意を締結する。 

運用組織 

【参考】銀座地区で開発事業を行う場合の主な手続の流れ（地域ルール改正後） 

・銀座地区は各町会・通り会等が連なる組織（全銀座会）を有している地域であり、現組織と一体的に活動

できるよう、地域ルール運用組織は「全銀座会の一部署」として位置付ける方向で具体化していきます。 

 

・また、銀座地区で開発を行う事業者は、法定手続を行う前に、建築計画の内容について行政や地元と協議

する必要があり、「銀座デザイン協議会」が建築計画のデザインに関する協議を行っています。今後運用

組織が担う地域ルールに関する協議と時期が重なるため、連動した協議となるよう、調整を図ります。 

・地域で行う交通環境改善に資する取組の実施については、運用組織等から提案される取組について運営委

員会で方向性の確認をした上で、運用組織等が具体的な検討や取組を実施していく体制とします。区は、

確認された方向性を踏まえ、基金を原資として運用組織等の取組を支援します。 

【図３ 改正を予定している地域ルールの運用体制の枠組み】 

（A） （B） 

【参考：協力金を活用した地区の交通課題解決への取組イメージ（資料３抜粋）】 

※地区の交通課題解決への 

取組イメージのうち、 

②が該当 


